
議案第１６号

杉並区介護保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区介護保険条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区介護保険条例（平成１２年杉並区条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

第１３条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成

２９年度まで」に改め、同条第１号中「２万７，６００円」を「３万３，４２０

円」に改め、同条第２号を削り、同条第３号中「４万８００円」を「４万４，４

００円」に改め、同号アを次のように改める。

ア 令第３９条第１項第２号イに掲げる者

第１３条第３号イ中「次号イ」の次に「、第４号イ」を加え、同号を同条第２

号とし、同条第４号中「４万９，２００円」を「５万３，４００円」に改め、同

号ア中「であり、かつ、前号に該当しないもの」を削り、同号イ中「次号イ」の

次に「、第５号イ」を加え、同号を同条第３号とし、同条第５号中「５万２，８

００円」を「５万７，６００円」に改め、同号アを次のように改める。

ア 令第３９条第１項第４号イに掲げる者

第１３条第５号イ中「次号イ」の次に「、第６号イ」を加え、同号を同条第４

号とし、同条第６号中「６万２，４００円」を「６万８，４００円」に改め、同

号アを次のように改める。

ア 令第３９条第１項第５号イに掲げる者

第１３条第６号イ中「次号イ」の次に「、第７号イ」を加え、同号を同条第５

号とし、同条第７号中「６万６，６００円」を「７万３，２００円」に改め、同

号ア中「合計所得金額」の次に「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その額が０を下回る場合

には、０とする。以下同じ。）」を加え、同号イ中「次号イ」の次に「、第８号



イ」を加え、同号を同条第６号とし、同条第８号中「７万５，０００円」を「８

万２，２００円」に改め、同号イ中「次号イ」の次に「、第９号イ」を加え、同

号を同条第７号とし、同条第９号中「８万７，６００円」を「９万６，０００

円」に改め、同号イ中「次号イ」の次に「、第１０号イ」を加え、同号を同条第

８号とし、同条第１０号中「９万９，６００円」を「１０万９，８００円」に改

め、同号イ中「次号イ」の次に「、第１１号イ」を加え、同号を同条第９号とし、

同条第１１号中「１１万２，８００円」を「１２万７，２００円」に改め、同号

イ中「次号イ」の次に「、第１２号イ」を加え、同号を同条第１０号とし、同条

第１２号中「１２万４，８００円」を「１４万４，６００円」に改め、同号イ中

「次号イ」の次に「若しくは第１３号イ」を加え、同号を同条第１１号とし、同

条第１３号中「１３万７，４００円」を「１５万８，４００円」に改め、同号イ

中「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同号を同条第１２号とし、

同号の次に次の１号を加える。

(１３) 次のいずれかに該当する者 １７万４，０００円

ア 合計所得金額が２，５００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。）

第１３条第１４号中「１５万円」を「１８万４，８００円」に改める。

第１５条第３項中「及びハ並びに第２号ロ並びに第１３条第３号イ」を「若し

くはニ又はこの条例第１３条第２号イ、第３号イ」に、「及び第１３号イ」を

「若しくは第１３号イ」に、「及び第２号並びに第１３条第３号」を「又はこの

条例第１３条第２号」に改める。

第１６条第１項中「収入金額」の次に「（所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。）」を加え

る。

第２１条の２中「第４号」を「第３号」に改める。

附則に次の１条を加える。



（介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置）

第９条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な

実施を図るため、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は行

わず、同年４月１日から行うものとする。

第２条 杉並区介護保険条例の一部を次のように改正する。

第１３条に次の１項を加える。

２ 前項第１号の規定にかかわらず、保険料の減額賦課に係る同号に該当する者

の平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、３万円と

する。

第１５条第３項中「第１３条第２号イ」を「第１３条第１項第２号イ」に、

「第１３条第２号から」を「第１３条第１項第２号から」に改める。

第２１条の２中「第１３条第１号」を「第１３条第１項第１号」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、規

則で定める日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区介護保険条例第１３条、第１５条、第１６条及

び第２１条の２の規定は、平成２７年度分の保険料から適用し、平成２６年度分

までの保険料については、なお従前の例による。

（提案理由）

保険料率を改定する等の必要がある。
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杉並区介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区介護保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（保険料率） （保険料率）

第１３条 平成２７年度から平成２９年 第１３条 平成２４年度から平成２６年

度までの各年度における保険料率は、 度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者の区 次の各号に掲げる第１号被保険者の区

分に応じそれぞれ当該各号に定める額 分に応じそれぞれ当該各号に定める額

とする。 とする。

(１) 介護保険法施行令（平成１０年 (１) 介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「令」とい 政令第４１２号。以下「令」とい

う。）第３９条第１項第１号に掲げ う。）第３９条第１項第１号に掲げ

る者 ３万３，４２０円 る者 ２万７，６００円

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げ

る者 ２万７，６００円

(２) 次のいずれかに該当する者 ４ (３) 次のいずれかに該当する者 ４

万４，４００円 万８００円

ア 令第３９条第１項第２号イに掲 ア 令第３９条第１項第３号イに掲

げる者 げる者のうち、当該保険料の賦課

期日の属する年の前年中の公的年

金等の収入金額（所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第３５条第

２項第１号に規定する公的年金等

の収入金額をいう。以下同じ。）

及び当該保険料の賦課期日の属す

る年の前年の合計所得金額（地方

税法（昭和２５年法律第２２６

資 料
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号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額をいい、そ

の額が０を下回る場合には、０と

する。以下同じ。）の合計額が１

２０万円以下であるもの

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第４号イ、第５号イ、第 次号イ 、第５号イ、第

６号イ、第７号イ、第８号イ、第 ６号イ、第７号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号 ９号イ、第１０号イ、第１１号

イ、第１２号イ若しくは第１３号 イ、第１２号イ若しくは第１３号

イに該当する者を除く。） イに該当する者を除く。）

(３) 次のいずれかに該当する者 ５ (４) 次のいずれかに該当する者 ４

万３，４００円 万９，２００円

ア 令第３９条第１項第３号イに掲 ア 令第３９条第１項第３号イに掲

げる者 げる者であり、かつ、前号に該当

しないもの

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第５号イ、第６号イ、第 次号イ 、第６号イ、第

７号イ、第８号イ、第９号イ、第 ７号イ、第８号イ、第９号イ、第
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１０号イ、第１１号イ、第１２号 １０号イ、第１１号イ、第１２号

イ若しくは第１３号イに該当する イ若しくは第１３号イに該当する

者を除く。） 者を除く。）

(４) 次のいずれかに該当する者 ５ (５) 次のいずれかに該当する者 ５

万７，６００円 万２，８００円

ア 令第３９条第１項第４号イに掲 ア 令第３９条第１項第４号イに掲

げる者 げる者のうち、当該保険料の賦課

期日の属する年の前年中の公的年

金等の収入金額及び当該保険料の

賦課期日の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が８０万円以下

であるもの

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第６号イ、第７号イ、第 次号イ 、第７号イ、第

８号イ、第９号イ、第１０号イ、 ８号イ、第９号イ、第１０号イ、

第１１号イ、第１２号イ若しくは 第１１号イ、第１２号イ若しくは

第１３号イに該当する者を除 第１３号イに該当する者を除

く。） く。）

(５) 次のいずれかに該当する者 ６ (６) 次のいずれかに該当する者 ６

万８，４００円 万２，４００円

ア 令第３９条第１項第５号イに掲 ア 令第３９条第１項第４号イに掲

げる者 げる者であり、かつ、前号に該当

しないもの

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課
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される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第７号イ、第８号イ、第 次号イ 、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号 ９号イ、第１０号イ、第１１号

イ、第１２号イ若しくは第１３号 イ、第１２号イ若しくは第１３号

イに該当する者を除く。） イに該当する者を除く。）

(６) 次のいずれかに該当する者 ７ (７) 次のいずれかに該当する者 ６

万３，２００円 万６，６００円

ア 合計所得金額（地方税法（昭和 ア 合計所得金額

２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計

所得金額をいい、その額が０を下

回る場合には、０とする。以下同

じ。）が１２５万円未満である者 が１２５万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれに であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの も該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第８号イ、第９号イ、第 次号イ 、第９号イ、第

１０号イ、第１１号イ、第１２号 １０号イ、第１１号イ、第１２号

イ若しくは第１３号イに該当する イ若しくは第１３号イに該当する

者を除く。） 者を除く。）
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(７) 次のいずれかに該当する者 ８ (８) 次のいずれかに該当する者 ７

万２，２００円 万５，０００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第９号イ、第１０号イ、 次号イ 、第１０号イ、

第１１号イ、第１２号イ若しくは 第１１号イ、第１２号イ若しくは

第１３号イに該当する者を除 第１３号イに該当する者を除

く。） く。）

(８) 次のいずれかに該当する者 ９ (９) 次のいずれかに該当する者 ８

万６，０００円 万７，６００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第１０号イ、第１１号 次号イ 、第１１号

イ、第１２号イ若しくは第１３号 イ、第１２号イ若しくは第１３号

イに該当する者を除く。） イに該当する者を除く。）

(９) 次のいずれかに該当する者 (１０) 次のいずれかに該当する者

１０万９，８００円 ９万９，６００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課
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される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第１１号イ、第１２号イ 次号イ 、第１２号イ

若しくは第１３号イに該当する者 若しくは第１３号イに該当する者

を除く。） を除く。）

(１０) 次のいずれかに該当する者 (１１) 次のいずれかに該当する者

１２万７，２００円 １１万２，８００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ、第１２号イ若しくは第１ 次号イ 若しくは第１

３号イに該当する者を除く。） ３号イに該当する者を除く。）

(１１) 次のいずれかに該当する者 (１２) 次のいずれかに該当する者

１４万４，６００円 １２万４，８００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）又は

次号イ若しくは第１３号イに該当 次号イ に該当



- 7 -

資 料

する者を除く。） する者を除く。）

(１２) 次のいずれかに該当する者 (１３) 次のいずれかに該当する者

１５万８，４００円 １３万７，４００円

ア 略 ア 略

イ 要保護者であって、その者が課 イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば 区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも 保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は （(１)に係る部分を除く。）

次号イに該当する者を除く。） に該当する者を除く。）

(１３) 次のいずれかに該当する者

１７万４，０００円

ア 合計所得金額が２，５００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。）

(１４) 前各号のいずれにも該当しな (１４) 前各号のいずれにも該当しな

い者 １８万４，８００円 い者 １５万円

（賦課期日後において第１号被保険者の （賦課期日後において第１号被保険者の

資格取得、喪失等があった場合） 資格取得、喪失等があった場合）

第１５条 略 第１５条 略

２ 略 ２ 略
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３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第 ３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第

１項第１号イ（同号に規定する老齢福 １項第１号イ（同号に規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及 祉年金の受給権を有するに至った者及

び(１)に係る者を除く。）、ロ若しく び(１)に係る者を除く。）、ロ及びハ

はニ又はこの条例第１３条第２号イ、 並びに第２号ロ並びに第１３条第３号

第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６ イ 、第４号イ、第５号イ、第６

号イ、第７号イ、第８号イ、第９号 号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２ イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２

号イ若しくは第１３号イに該当するに 号イ及び第１３号イ に該当するに

至った第１号被保険者に係る保険料の 至った第１号被保険者に係る保険料の

額は、当該該当するに至った日の属す 額は、当該該当するに至った日の属す

る月の前月まで月割りにより算定した る月の前月まで月割りにより算定した

当該第１号被保険者に係る保険料の額 当該第１号被保険者に係る保険料の額

と当該該当するに至った日の属する月 と当該該当するに至った日の属する月

から令第３９条第１項第１号又はこの から令第３９条第１項第１号及び第２

条例第１３条第２号 から第１３号 号並びに第１３条第３号から第１３号

までのいずれかに規定する者として月 までのいずれかに規定する者として月

割りにより算定した保険料の額の合算 割りにより算定した保険料の額の合算

額とする。 額とする。

４ 略 ４ 略

（普通徴収の特例） （普通徴収の特例）

第１６条 保険料の額の算定の基礎に用 第１６条 保険料の額の算定の基礎に用

いる市町村民税（特別区民税を含む。 いる市町村民税（特別区民税を含む。

以下同じ。）の課税非課税の別又は合 以下同じ。）の課税非課税の別又は合

計所得金額が確定しないため当該年度 計所得金額が確定しないため当該年度

分の保険料の額を確定することができ 分の保険料の額を確定することができ

ない場合においては、その確定する日 ない場合においては、その確定する日

の属する月までの間において到来する の属する月までの間において到来する

納期において徴収すべき保険料に限 納期において徴収すべき保険料に限
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り、第１号被保険者について、その者 り、第１号被保険者について、その者

の前年度の市町村民税の課税非課税の の前年度の市町村民税の課税非課税の

別並びに前々年の公的年金等の収入金 別並びに前々年の公的年金等の収入金

額（所得税法（昭和４０年法律第３３ 額

号）第３５条第２項第１号に規定する

公的年金等の収入金額をいう。）及び 及び

合計所得金額並びに賦課期日（前条第 合計所得金額並びに賦課期日（前条第

１項に該当する者については、当該資 １項に該当する者については、当該資

格を取得した日）現在のその者の属す 格を取得した日）現在のその者の属す

る世帯の他の世帯員の前年度の市町村 る世帯の他の世帯員の前年度の市町村

民税の課税非課税の別等に基づき、当 民税の課税非課税の別等に基づき、当

該年度の保険料率により算定した保険 該年度の保険料率により算定した保険

料の額を当該年度の当該保険料に係る 料の額を当該年度の当該保険料に係る

納期の数で除して得た額（区長が必要 納期の数で除して得た額（区長が必要

と認める場合においては、当該額の範 と認める場合においては、当該額の範

囲内において区長が定める額とす 囲内において区長が定める額とす

る。）を、それぞれの納期に係る保険 る。）を、それぞれの納期に係る保険

料として普通徴収する。 料として普通徴収する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（保険料の減免の特例） （保険料の減免の特例）

第２１条の２ 前条に規定するもののほ 第２１条の２ 前条に規定するもののほ

か、区長は、第１３条第１号から第３ か、区長は、第１３条第１号から第４

号までのいずれかに該当する者のう 号までのいずれかに該当する者のう

ち、特に保険料の納付が困難と認めら ち、特に保険料の納付が困難と認めら

れるものに対し、保険料を減額するこ れるものに対し、保険料を減額するこ

とができる。 とができる。

附 則 附 則

（介護予防・日常生活支援総合事業に関

する経過措置）
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第９条 法第１１５条の４５第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事

業については、介護予防及び生活支援

の体制整備の必要性等に鑑み、その円

滑な実施を図るため、平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日までの

間は行わず、同年４月１日から行うも

のとする。

第２条による改正（杉並区介護保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（保険料率） （保険料率）

第１３条 略 第１３条 略

２ 前項第１号の規定にかかわらず、保

険料の減額賦課に係る同号に該当する

者の平成２７年度から平成２９年度ま

での各年度における保険料率は、３万

円とする。

（賦課期日後において第１号被保険者の （賦課期日後において第１号被保険者の

資格取得、喪失等があった場合） 資格取得、喪失等があった場合）

第１５条 略 第１５条 略

２ 略 ２ 略

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第 ３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第

１項第１号イ（同号に規定する老齢福 １項第１号イ（同号に規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及 祉年金の受給権を有するに至った者及

び(１)に係る者を除く。）、ロ若しく び(１)に係る者を除く。）、ロ若しく

はニ又はこの条例第１３条第１項第２ はニ又はこの条例第１３条第２号イ

号イ、第３号イ、第４号イ、第５号 、第３号イ、第４号イ、第５号
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イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、 イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、 第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ若しくは第１３号イに該当 第１２号イ若しくは第１３号イに該当

するに至った第１号被保険者に係る保 するに至った第１号被保険者に係る保

険料の額は、当該該当するに至った日 険料の額は、当該該当するに至った日

の属する月の前月まで月割りにより算 の属する月の前月まで月割りにより算

定した当該第１号被保険者に係る保険 定した当該第１号被保険者に係る保険

料の額と当該該当するに至った日の属 料の額と当該該当するに至った日の属

する月から令第３９条第１項第１号又 する月から令第３９条第１項第１号又

はこの条例第１３条第１項第２号から はこの条例第１３条第２号から

第１３号までのいずれかに規定する者 第１３号までのいずれかに規定する者

として月割りにより算定した保険料の として月割りにより算定した保険料の

額の合算額とする。 額の合算額とする。

４ 略 ４ 略

（保険料の減免の特例） （保険料の減免の特例）

第２１条の２ 前条に規定するもののほ 第２１条の２ 前条に規定するもののほ

か、区長は、第１３条第１項第１号か か、区長は、第１３条第１号 か

ら第３号までのいずれかに該当する者 ら第３号までのいずれかに該当する者

のうち、特に保険料の納付が困難と認 のうち、特に保険料の納付が困難と認

められるものに対し、保険料を減額す められるものに対し、保険料を減額す

ることができる。 ることができる。


